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全校朝礼 

 

 皆さん、おはようございます。今日は、人権週間についてのお話をします。1948年 12月 10

日、国連の総会において、『世界人権宣言』が採択されました。社会科の公民分野で習うと思

います。 

 

 少し難しいですが、『世界人権宣言』は、基本的な人権尊重の原則を定めたもので、人権保

障の目標や基準を初めて国際的にうたった画期的なもので、採択日である 12月 10日は、

『人権デー』と定められています。 

 

 日本では、この『人権デー』を最終日とする 1週間(つまり、12月 4日〜10日)を『人権週間』

と定めて、『世界人権宣言』の翌年の 1949年から毎年、全国的に人権啓発の活動を強化し

て行っています。 

 

 人権問題と言っても広範囲にわたります。「戦争は、最大の人権侵害」と言われていますが、

現在、世界では戦争のニュースを聞かない日がない状況が続いています。 

 

 地域や学校生活の身近なところでは、いじめや虐待、インターネット上の人権侵害や障がい

のある人や性的マイノリティの人に対しての偏見や差別など、多様な人権問題が依然として存

在しています。 

 

 では、皆さんの一番身近にあるＳＮＳやインターネットのことについて触れておきます。先月、

本校の生徒会の代表者が参加した『大阪市スマホサミット』で最初に問題提起されたこと

は･･･。 

 

 「インターネットやＳＮＳが、ますます進化する今、スマホの世界に夢中になり、自分のことがお

ろそかになっていませんか？」 

 

 「いつも笑顔の友だちが、実は思いがけないトラブルに困っている･･･というようなことはありま

せんか？」 

 

 「もしかしたら、隣の席に座る友だちは、誰にも相談できず今も傷ついている･･･そんなこともあ

るかもしれません。」 

 

 自由で多様な表現を行うことができるＳＮＳの世界だからこそ、一人ひとりを大切にできるスマ

ホの使い方について考えて見ませんかということから話し合いははじまりました。このことは、

立派な人権課題であると思います。 

 

 北稜中学校には、情報委員会が皆さんに呼びかけてくれている『ネットモラル 5 ヶ条』がありま

す。その第１条にあげられているのが「他人を傷つけない」です。 

 

 この『人権週間』を自分自身のスマホ・ＳＮＳの活用の仕方について振り返って考えてみる週

間にしてみてはどうでしょうか？以上で私の話を終わります。 


